
まんてんの星 相談室 

【指定特定相談支援・指定障害児相談支援】 

 重 要 事 項 説 明 書  

 

                      令和２年 ４月 １日現在 

１．事業者の概要 

法人名称 社会福祉法人 菊水会 

法人本部所在地 山口県下関市菊川町下岡枝１０６４番地 

代表者指名 理事長  青柳 龍平 

法人電話番号 ０８３－２８７－１２２０ 

法人 FAX番号 ０８３－２８７－１２７０ 

法人ホームページ http://kikusuikai.jp 

法人設立年月日 平成 10年 4月 1日 

 

２．事業所の概要 

事業所名称 まんてんの星 相談室 

事業所所在地 山口県下関市菊川町田部５３６番地１ 

事業所種類 指定障害児相談支援事業所 

平成 24年 4月 1日指定 山口県知事指定 3573100124 

指定特定相談支援事業所 

平成 24年 4月 1日指定 山口県知事指定 3533100578 

指定一般相談支援事業所 

平成 25年 4月 1日指定 山口県知事指定 3533100578 

管理者 施設長  青柳 祀子 

電話番号 ０８３－２８７－２８７７ 

ＦＡＸ番号 ０８３－２４２－２８７５ 

E－mail kikugawa-sho-shien@kikusuikai.jp 

事業所開設年月日 平成 17年 4月 1日 

事業目的・運営方針 ご本人または、そのご家族が可能な限り、在宅や住み慣れた地域の中で、

より良い生活が続けられるよう、またその有する能力に応じて自立した生

活を営む事が出来るよう、お手伝いいたします。また必要に応じて、 

サービス事業者その他の事業者、関連機関との連絡調整も行います。 

 

３．事業所の職員体制 

職種 人数 勤務形態 資格 

管理者 １人 常勤・兼務 准看護師 

相談支援専門員 ３人 常勤／常勤・兼務／ 

非常勤 

社会福祉士, 精神保健福祉士, 

介護福祉士,保育士,看護師, 

強度行動障害支援者養成研修（実践

研修）課程修了者 

 

４．事業所の営業日 

営業日 月曜日から金曜日まで。但し、国民の祝日及び年末年始を除きます。 

営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 30分まで。 



 

５．通常事業実施地域 

下関市内 

 

６．対象者 

障害福祉サービス受給対象者(児)、及びその他の障害者(児)。 

 

７． 業務内容 

○基本相談支援 

○計画相談支援 

（１）サービス等利用計画の作成 

【サービス等利用等計画（障害児支援利用計画）の作成・モニタリングの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害者支援施設等の紹介 

 利用者が居宅生活を継続することが困難になったと認められる場合、またはご利用者が障害者支援

施設等への入院・入所を希望する場合は、障害者施設等への紹介等可能な支援を行います。 

 

８．利用者記録や情報管理、開示について 

 本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じて

その内容を開示します。保存期間は、指定計画相談支援（障害児相談支援）サービスを提供した日か

ら５年間です。 

④サービス等利用計画の作成・サービス担当者会議の実施 

 サービスの支給決定後、計画案を元に希望される地域のサービス事業所等との連絡調整を行い、サ

ービス計画を作成し、利用者及びその家族に内容を説明します。サービス提供にあたる担当等、関係

者で集まり、サービス担当者会議を実施し、担当者から専門的な意見を求めます。 

③サービス等利用計画案の作成 

課題等に対応するため適切なサービス等の組み合わせを検討し、サービス等利用計画の原案を作

成し、利用者及びその家族に内容を説明します。 

②サービス等の情報提供 

利用者またはその家族がサービスを選択できるよう、地域における福祉サービスの内容や利用料等

の情報を提供します。 

①生活状況や課題の確認 

相談支援専門員が、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族との面接により、利用者の心

身・生活の状況等、希望する生活や自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で、解決すべ

き課題等を把握します。 

⑤モニタリングの実施 

サービス等利用計画の作成後、サービス実施状況を確認します。必要に応じて計画等の変更をしま

す。 



 

 

【本事業所における記録書類】 
 

①アセスメント及び個々のケース記録 

 ②サービス等利用計画（案）、モニタリング、サービス担当者会議等の記録 

③関係機関からの情報提供に関する資料 

 ④契約書・重要事項説明書 

 ⑤サービスの支給申請及び決定に関する書類 

 ⑥利用者からの苦情内容等の記録 

 ⑦事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

９．利用料金  

基本相談における利用者負担はありません。 

相談支援事業所は、厚生労働省が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。代理受領した

利用料額については、利用者に通知します。 

 

１０．秘密保持について 

①当事業所及び職員は、正当な利用なく、業務上知りえた利用者及び家族の秘密を洩らしません。 

②当事業所職員は退職後、在職中に知りえた利用者及び家族の秘密を洩らしません。 

③事業所では、利用者のサービス担当者会議等において、関係者との連携を図る上で必要な理由があ

る場合には、利用者及び利用者家族の個人情報を事業所の判断で提供します。 

 

１１．苦情窓口 

【本事業所の苦情窓口】 

窓口担当者 相談支援専門員 新藤 由希 

苦情解決責任者 管理者  青柳 祀子 

受付日 営業日と同様 

受付時間 営業時間と同様 

電話番号 ０８３－２８７－２８７７ 

E－mail kikugawa-sho-shien@kikusuikai.jp 

 

【その他の窓口】 

名称 下関市役所 福祉部 障害者支援課 

所在地 山口県下関市南部町１－１ 

電話番号 ０８３－２３１－１９２０ 

 

名称 下関市役所 菊川総合支所 

所在地 山口県下関市菊川町大字下岡枝 1480番地 1 

電話番号 ０８３－２８７－１１１１ 

 

名称 山口県福祉サービス運営適正化委員会（山口県社会福祉協議会） 

所在地 山口県山口市大手町９－６ 山口県社会福祉会館内 

電話番号 ０８３－９２４－２８３７ 

  



１２．損害賠償保険への加入 

本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 株式会社 損保ジャパン 

保険名 しせつの損害賠償 

 

１３．虐待防止について 

 事業者は、事業提供に対する利用者の人権擁護・虐待防止等に対応するため、責任者の設置、相談

窓口の設置、苦情解決体制の整備、職員に対する研修その他必要な措置を講じます。 

 

虐待防止に関する責任者 管理者  青柳 祀子 

虐待防止に関する相談担当者 相談支援専門員  新藤 由希 

 

【その他の窓口】 

名称 障害者虐待防止センター（下関市社協福祉協議会） 

所在地 山口県下関市貴船町３丁目４−１ 

電話番号 ０８３－２３１－１９５９ 

 

名称 山口県障害者権利擁護センター 

所在地 山口県大手町９番６号 山口県社会福祉会館２階 

電話番号 ０８３－９０２－８３００ 

 

 

 

サービス提供開始に係る同意書 
 

令和    年    月   日 

 

指定相談支援サービスの提供開始に際し、本書面に基づき、相談支援専門員＿＿＿＿＿＿＿__ が 

重要事項の説明を行いました。 

 

事業者       名 称   社会福祉法人 菊水会 

               まんてんの星 相談室 

所在地   山口県下関市菊川町下岡枝 1064番地 

 

理事長   青柳 龍平  印 

 

 私は、本書面に基づいて事業所から指定相談支援についての重要事項の説明を受け、サービス提供

開始に同意します。 

 

利用者  〈氏 名〉                印 

〈住 所〉                                                       

 

代理人  〈氏 名〉                 印 〈続 柄〉          

〈住 所〉                                                       


